
（４）パートナー職員制度について 

１．パートナー職員の役割・・・パートナー職員は担当集落の相談役 

多くの集落では役員が毎年交代されており、集落運営に戸惑われることも多く、区長の相談役とし

て配置します。また、必要に応じて集落へ回答や情報提供を行うとともに、役場担当課への連絡調整

を行います。 

２．パートナー職員制度の流れ 

① パートナー職員は、定期連絡を行います。原則、年３回（５月、１１月、１月） 

② パートナー職員が、区長から要望・意見・質問・相談を随時聞き取ります。 

③ パートナー職員は、聞き取った内容を整理し、対応可能なものはその対応を行います。 

④ 各担当課が対応すべき内容の場合は、担当課へ情報を提供します。 

⑤ 各担当課が区長に対応・回答し、その内容をパートナー職員と共有します。 

３．本年度最初の定期連絡について 

・最初の定期連絡を各集落の区長さんに５月中に行います。

・定期連絡の時期、時間、方法等（面談、電話、メールなど）について相談してください。 

・集落から要望・意見・質問・相談の聞き取り⇒場合によっては面談を実施します。 

４．集落からの要請による会議への出席について 

パートナー職員では専門的な回答ができない場合がありますので、内容に応じて担当課が出席し

ます。 

５．集落イベント等への参加について 

パートナー職員として集落イベント等への参加はしません。 
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パートナー職員制度のＱ＆Ａ （集落編） 

Ｑ１．なんのためにパートナー職員を配置するのですか 

Ａ１．多くの集落では役員が１年任期で交代していることから、集落運営や行政システムに戸惑

われることも多く、区長の相談役として配置します。 

Ｑ２. パートナー職員は何をするのですか 

Ａ２．集落の要望、意見、質問、相談（以下「要望等」）について区長への定期連絡（年

３回 ５月、１１月、１月）を行うとともに随時相談を受けます。また、それぞれ

の役場担当課との連絡調整を行います。 

Ｑ３. パートナー職員への相談はだれでもできるのですか 

Ａ３．各集落の区長からの要望等をお受けします。一般住民の方は集落役員さんにご相談

いただき、区長からパートナー職員へ相談してください。 

Ｑ４. 区長からパートナー職員への相談はどんな内容でもよいのでしょうか 

Ａ４．パートナー職員がお答えできない内容は担当課へ伝達し、適切な対応を行ないます。集落の

日常的な活動、総会資料の作成、冠婚葬祭や集落作業などのお手伝いは出来ません。また、

陳情等の取次ぎをするものではありませんし、職務として集落イベントへの参加はし

ません。 

Ｑ５．パートナー職員は、要請すれば集落の会議へ出席してもらえますか 

Ａ５．集落から会議への出席要請があった場合には、会議の内容により、担当課が出席し

ます。また、会議に出席した担当課は、会議内容についてパートナー職員との情報

の共有に努めます。 

Ｑ６．従来から役場の担当職員と連携が取れている集落も、パートナー職員を通さなければなり

ませんか 

Ａ６．直接、担当課とのやり取りを行ってください。無理にパートナー職員を通す必要は

ありません。 

Ｑ７．パートナー職員制度についてお困りの時、苦情などはどこに言ったらいいですか 

Ａ７．さまざまなケースが発生すると思いますので、この制度について困られたときには

次の相談窓口にご連絡ください。 

パートナー職員制度相談窓口：町づくり推進室 担当･野坂博文 

（TEL６８－３１１３ FAX６８－３８６６ ｅメール machidukuri@houki-town.jp ）
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